
 

和歌山県と国立大学法人東京大学が包括連携協定を締結します 

和歌山県と国立大学法人東京大学は、県が抱える地域課題の解決や、活力ある個性

豊かな地域社会の形成に寄与するため、学術研究の推進及び人材の交流・育成等にお

いて連携・協力することを目的に、包括連携協定を締結します。 

１．協定締結式 

日  時：令和４年１１月９日（水）１５時３０分～ 

場  所：和歌山県庁 知事室 

出 席 者：東京大学 総長              藤井 輝夫 ※オンライン出席 

東京大学 執行役・副学長         津田 敦   ※オンライン出席 

東京大学 人文社会系研究科 研究科長    秋山 聰 

東京大学 先端科学技術研究センター 教授  神﨑 亮平 

東京大学 生産技術研究所 准教授      川添 善行 ※オンライン出席 

東京大学 人文社会系研究科 次世代人文学開発センター 助教  太田 泉フロランス 

      和歌山県知事               仁坂 吉伸 

２．協定に基づく連携項目 

（１）地域の課題対応のための学術研究の推進 

→和歌山県を中心とした周辺地域の文化･歴史･自然を究明するとともに、 

 地域の現在及び近未来の課題解決に向けた学術研究を推進 

（２）地域における取組を通じた人材の交流と育成 

→学生がグループ単位で地域から示された課題に対し、解決への道筋提案を行う 

  フィールドスタディを県内で実施 

（３）学術研究の成果の社会実装 

→（１）に関するシンポジウムの開催 

（４）その他本協定の目的を達成するために必要な事項 

 

≪お問い合わせ先≫ 

企画総務課 新田、大谷 073-441-2337（内線 2328） 

令和４年 11 月 1 日（火） 

記 者 発 表 


